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【註】 

(1) 自然な日常的な文脈の中で観測しうることをあ

りのままに明らかにすることをめざす。 

(2) 人々の解釈過程を媒介にして成立している社会

の相互作用の構造を明らかにすることをめざす。 

(3) データの背後にあるより基底的な構造を明らか

にすることをめざす。 

(4) 対象者が自分をとりまく世界をどのように理解

し、どのような意味を見出しているかを明らかに

することをめざす。 

(5) 相互排他的とは、「相互に排他的な項目」による

「完全な全体集合」を意味する言葉で、網羅性が

求められる要因・アイデアを漏れなく挙げつくし

たい場面で使用。 

(6) 再現性とは、ある事象を成り立たせていると考

えられる要素や要因に対して、それと同じ要素や

要因を条件として整えた時に、再びまったく同じ

事象が起こる性質をそなえていること。 

つまり、再現可能な実験内容と手順に従って、

異なる実験から同じ結果が得られるのなら、実験

結果は妥当なものとされ、その事象は科学的再現

性があるとされる。 

(7) 調査対象となる母集団から、ある方法により抽

出された一部の対象者に調査を行った際に、調査

結果が母集団全体を調査した時の結果を正確に反

映しているかどうかのこと。 
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Ⅰ．本特集の背景  

少子高齢化にともない都市部と郊外とを問わず

局地的な過疎化が急速に進行するとともに自治体

財政が逼迫する中、学校統廃合問題は喫緊の教育

政策課題となっている。地域から学校が失われる

ことは社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）

の喪失として憂慮される一方、コンパクトシティ

構想などダウンサイジング社会でのあり方を追究

する公共マネジメントは有限な地球資源の利活用

の方法として支持する意見もみられる。 

そこで平成 25 年度前期の大学院新設科目「教育

政策論」では、教育政策の今日的トピックである

学校統廃合問題を取り上げることとし、学校規模

の適正化を検討している北九州市からの委託研究

（「北九州市立小中学校規模適正化に関する調査

研究業務」）を受け、その資金と情報ネットワーク

を活用しながら、アクションリサーチ型のゼミを

展開した。昨年度は前期「教育行政論」のゼミで

研究室と連携の覚書を交わしている春日市教委へ

の訪問調査を重ねて、その成果を〈特集〉春日市

教育委員会の総合的検討―先進自治体の取組みの

紹介と成功要因をさぐる―として紀要第 15 号に

報告した。本特集はそれに続くもので、教育法制

研究室はもとより教育経営学、教育方法学、教育

社会学研究室からゼミに参加した院生たちによる

共同研究の成果として構成されている。 

Ⅱ．北九州市教委からの委託内容 

 

本年、市制 50 周年を迎えた北九州市は三大都市

圏以外で初めて政令指定都市となった百万都市で

あったが、高度経済成長後の産業構造の大幅転換、

円高不況による重厚長大産業の低迷など相まって

人口も百万を割り込みかつての勢いはみられなく

なった。児童・生徒数も多くの学校が全盛期より

大きく下回り、他方、住宅開発の影響でマンモス

化した過大規模学校も僅かながら存在している。 

学校の適正基準は有しているものの、現行基準

では必ずしも現在の状況を捉えることができない

のではないかと考えた教育委員会（担当：企画課）

は「学校規模適正化新基準」の策定に向けた検討

内容の整理を行い、以下の６点について、今回は

関係の審議会を立ち上げず、九州大学元兼研究室

宛に調査委託を行った。 

１）学校規模に起因する諸課題 

２）本市における適正な学校規模 

３）小規模校における適正化の方法 

４）適正な通学距離・通学時間と通学路の安全性 

５）施設一体型小中学校の設置 

６）行財政改革における公共施設マネジメントと

の関係 

これを受けて本研究室では、北九州市内の小中

学校全校の管理職、教員（悉皆）に対する、学校

規模が日常的な教育活動や経営活動に与える影響

についての大規模なアンケート調査を実施した。 

また北九州市以外の状況を確認するために、全

国の政令指定都市、県庁所在地、東京 23 区、中核

市などの都市教育委員会に対する調査も実施した。

適正規模の基準や考え方、通学支援の方法、施設

一体型小中学校の設置状況など多岐に亘る状況を

質問紙で照会し、そこから析出された先進事例に

対してはその後に訪問調査を実施している。 

もちろんこうした調査研究を行うために文献や

報告書類を渉猟し、先行研究レビューも行ってき

た。調査研究はまだ継続中であり、本特集はその

一部を中間報告として各自の問題関心にしたがっ

てペーパーにまとめたものである。ご高覧の上、

ご意見を頂戴できれば幸いである。 
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